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全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備のために、妊娠期

から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、必要な支援につなぐ伴走型の相談支援と、

経済的支援を一体的に実施する事業を開始します。 

 

１ 事業内容 

（１）伴走型相談支援 

   妊娠届出時、妊娠８カ月、出生届出後の３回に分けて面談を実施 

   ※妊娠８カ月の面談は、妊娠７カ月時にアンケートを実施し希望者のみ実施します。 

（２）出産・子育て応援給付金 

   妊娠届出時と出生届出後の２回支給 

  ※各回、保健師による面談を受けて、アンケートに回答した対象者へ支給します。 

①出産応援給付金 

妊娠届出時の面談において、アンケートに回答した妊婦に「現金５万円」を支給 

②子育て応援給付金 

乳児家庭全戸訪問などの面談において、アンケートに回答した保護者に対して、乳

児一人当たり「現金５万円」を支給 

※令和４年４月から令和５年１月生まれの乳児に対しては、事業開始後保護者にアン

ケートを送付し、回答者に対して出産・子育て応援給付金を合わせて計１０万円を

支給します。 

③給付金支給開始予定 

令和５年２月中旬 

２ 担当課  春日市福祉支援部 子育て支援課 担当者名：武末 

       春日市昇町１－１２０ 

       TEL 092-584-1015 FAX 092-501-0051 

       E-mail boshi-ho@city.kasuga.fukuoka.jp          以上 

【リリースに関する問い合わせ】 

春日市 経営企画部 秘書広報課 広報広聴担当 
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